
 
 
 
 
 
特定最低賃金の改正決定に関する公示 
 
長崎労働局最低賃金公示第３号  
 
 
 
 最 低 賃 金 法 （ 昭 和 ３ ４ 年 法 律 第 １ ３ ７ 号 ） 第 １ ５ 条 第 ２ 項 の 
 
規 定 に 基 づ き 、 長 崎 県 電 子 部 品 ・ デ バ イ ス ・ 電 子 回 路 、 電 気 機 
 
械 器 具 、 情 報 通 信 機 械 器 具 製 造 業 最 低 賃 金 （ 平 成 ２ ０ 年 長 崎 労 
 
働 局 最 低 賃 金 公 示 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の と お り 改 正 す る 決 定 を 
 
したの で、 同法 第１ ９条 第１ 項の 規 定によ り公 示す る。  
  
 

平成２６年１２月１日  
 
 
                 長崎労働局長 小鹿 昌也  
 
 
 
 
    長崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 

    情報通信機械器具製造業最低賃金 

 
第４号中「１時間７２６円」を「１時間７３４円」に改める。 

 
 
 
 


